
○ ポジティブ・アクションの取組状況をみると、「取り組んでいる」は31.7％、「今後、取り組むこととして

いる」は15.1％である。

ポジティブ・アクションの取組状況

ポジティブ・アクションの取組状況の推移

資料出所：厚生労働省「雇用均等基本調査」

注）１）平成12年度は「既に取り組んでいる」、平成15年度は「平成11年度以前より

取り組んでいる」及び「平成11年度以降から取り組んでいる」の計。

２）平成18年度以前は「女性雇用管理基本調査」の名称で実施していた。

３）東日本大震災の影響により、平成23年度調査では、岩手県、宮城県及び福島県を除いて

調査を実施したため、前回比較を行う際は、注意を要する。

目標値（子ども・子育てビジョン、第３次男女共同参画基本計画）

ポジティブ・アクション取組企業の割合

20.7％（平成18年度） → 40％超（平成26年度）
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企業内の推進体制の整備

女性の能力発揮の状況や能力発揮に

当たっての問題点の調査・分析

女性の能力発揮のための計画の策定

女性がいない又は少ない職務について、

意欲と能力のある女性を積極的に採用

女性がいない又は少ない職務・役職について、

意欲と能力のある女性を積極的に登用

女性がいない又は少ない職務・役職に女性が

従事するため、教育訓練を積極的に実施

中間管理職男性や同僚男性に対し、女性の

能力発揮の重要性について啓発を行う

人事考課基準を明確に定める

働きやすい職場環境を整備

仕事と家庭との両立のための制度（法律を

上回る）を整備し、制度の活用を促進

女性が満たしにくい募集・採用、配置・

昇進基準（転勤要件など）を見直す

職場環境・風土の改善

パート・アルバイトなどを対象とする教育

訓練、正社員・正職員への登用等の実施

出産や育児等による休業等がハンディとならないよ

うな人事管理制度（教育訓練を含む）、能力評価…

その他

ポジティブ・アクションに「取り組んでいる」企業における既に
行っている取組事項別企業割合（複数回答）
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（資料出所：平成23年度雇用均等基本調査（速報））

（資料出所：平成21年度雇用均等基本調査）


